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 事業承継税制の特例「100%免除」は大嘘 
相続税贈与税の免除 
今月は某芸能事務所の後継者が株主
の座から退くことができない理由の 1 つと
報道され今少し話題になっている事業承
継税制についてです。 

事業承継税制とは、昨今後継者不⾜に
より中小企業の廃業が社会問題になっ
ていることから 2009 年に始まった制度で
す。後継者が⾒つからない要因の 1 つと
して株式を相続することによる税負担が
重過ぎる点が挙げられていたことから、相
続や贈与で後継者が取得した株式に係
る相続税贈与税を猶予してくれます。た
だ、当初は株式総数の 2/3 まで、かつ
税額の 80%までの猶予で、また引き継
いだ後雇用を確保しなければならない
など制約が厳しかったため魅⼒的な制度
ではなく活用がほとんどされなかったことか
ら、2018 年に 10 年間限定で様々な
制約を緩くした上で株式総数すべて、か
つ税額の 100%までの猶予とされ活用
事例が増えています。この 10年間限定
の制度を使うためには 2024年 3月ま
でに認定を受ける必要があります。 

「100%」と謳っているが 
なお、「猶予」と言っているのは原則後
継者が亡くなって初めて免除されるた
めで、例えば引き継いで 5年以内に株
を少しでも手放したり代表を辞めたり
すると猶予されている相続税等を多額
の利⼦とともに納税しなければなりませ
ん。恐い制度ではありますが多額の免
除を受ける以上ある程度の厳しさはや
むを得ないでしょう。ところで、10 年間
限定の制度を国は「100%猶予」と謳
っていますが法令上はそんなことは一言
も書いてありません。具体的には上図の
とおり猶予額を計算しますが本来なら
最初から株式を除いて相続税を計算
すればいいだけなのにやけに面倒な算
定方法です。これは相続税が超過累
進税率であることから上図のとおり計
算すると最初から株式を除くよりも納
税額が高くなるためだと考えられます。
つまり実際にはそもそも 100%免除な
どではないということです。それならそうと
言えばいいのになぜ嘘の触れ込みを流
すのか…本当に役⼈の考えることはくだ
らないことが多いです。 

今月のコメント 
LUNASEA が 11 月に「MOTHER」と
「STYLE」のセルフカバーアルバムを出しま
す。数年前に出したインディーズアルバム
「LUNASEA」のセルフカバーもギター、ドラ
ム、ベース、ボーカルの⾳が劇的に良くなり
最高だったので、今回もかなり楽しみです。
セルフカバー（撮り直し）でこんなに喜ぶ
のは LUNASEA ファンくらいでしょう(笑) 
早速アマゾンでブルーレイ付を予約しまし
た。CD を買うのはもはやかなり久しぶりで
す(笑)この 2 つのアルバムは LUNASEA
が有名になったきっかけともいえるアルバム
で ROSIER など比較的売れ線の曲が多
いので、ファンでない方もぜひ久しぶりに聞
いてみてはいかがでしょうか︖ 

この調子で新アルバムも残りの IMAGE、
EDEN（特に MECHANICAL DANCE
と IMITATION）のセルフカバーも期待し
ています︕  
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